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高齢期に最適な住まいとは 
～多様化する高齢者の暮らしと住まいのライフデザイン～ 

 ライフデザイン研究部 研究員  福澤 涼子 

 

1.高齢期の身体の変化と住まいのニーズ 

 高齢期に最適な住まいとは何か。ひとり暮らし高齢者の増加など世帯構造の変化や、

家族介護に対する価値観の変化に伴い、高齢期の住まいへのニーズも変化・多様化し

てきている。また高齢期が伸びることによって、その時々で適した住まいも変わって

くると考えられる。 

図表 1 は平均寿命・平均自立期間・健康寿命にもとづき、高齢期の健康状態に伴う

生活の変化を示したものである。女性を例にすると、65 歳で高齢期に入り、日常生活

や外出、仕事に制限のない期間（①）はおよそ 10 年ほどである。その後、制限はある

ものの日常生活は自立ができる期間（②）がおよそ 9 年、食事や入浴、排せつに手助

けが必要になり亡くなるまでの期間（③）がおよそ 3 年である（注１）。 

 

図表 1 高齢期において分かれるフェーズ 

 

*1:平均寿命とは「0 歳における平均余命」のことで、健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限されること

なく生活できる期間」のことである。また、国民健康保険中央会は「日常生活動作が自立している期間の平

均」を「平均自立期間」と呼び、「要介護 2 以上」を「不健康」と定義して、毎年算出している。 

資料：平均寿命及び健康寿命は厚生労働省「e-ヘルスネット」に掲載の 2019 年のデータ、平均自立期間は国

民健康保険中央会「平均自立期間・平均余命都道府県別一覧（令和元年統計情報分）」より当研究所作成 
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 令和 4 年簡易生命表によると、65 歳時点の平均余命は女性 24.30 年（89.3 歳）、男

性 19.44 年（84.4 歳）となっており、実際の高齢期は図表 1 よりもさらに長期化する

と考えられ、その状況ごとに住宅に求めるものも変化してくるだろう。 

図表 2 は 60 歳以上の男女に「身体機能が低下して、車いすや介助者が必要になった

場合、自宅に留まりたいか、どこかへ引っ越したいか」をたずねた結果の時系列比較

である。「現在のままの自宅に留まりたい」「改築の上、自宅に留まりたい」という

自宅に住み続けることを希望する人は、15 年前から減少傾向にあるものの 6 割を占め

ている。一方、老人ホームや高齢者用住宅への入居希望者は増加しており、特に「高

齢者用住宅へ引っ越したい」人の割合は、15 年間で 2 倍以上となっている。この背景

には、家族など見守りや世話を期待できる人がいない高齢者が増えており、そうした

サービスが付いた高齢者用住宅（注 2）が普及してきたことがあると考えられる。 

 

図表 2 身体に不自由が出た時にどこに住みたいか 

 

*1:設問「もし、あなたの身体の機能が低下して、車いすや介助者が必要になった場合、自宅に留まりたいです

か。それともどこかへ引っ越したいですか。（現在、車いすや介助者を必要としている場合は、ご希望をお答え

下さい。）」に対する回答（単一回答） 

*2: 全国の 60 歳以上の男女 1,367 名の回答結果に基づく（2020 年）。2015 年以前の詳細の回答者数は内閣

府ホームページ「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」を参照のこと。 

資料：内閣府「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」 

 

2.高齢期の住まい・施設の選択肢 

それでは、現代の高齢者にとって、どのような住まいや施設の選択肢があるのか。

図表 3 は、自宅や一般の賃貸住宅を除く高齢者を対象とした住まい・施設の一覧であ

る。これをみると、介護サービスが付いていない住宅系では自立のうちから入居でき

るものが多い。一方で、介護保険施設の場合、公的な施設なこともあり費用は相対的
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に安価に済むが、要介護認定を要する等入居にあたって一定の条件がある。たとえば、

特別養護老人ホームは原則として要介護 3 以上の認定を受けないと入居できない。 

多少健康上の不自由があっても自立して生活できる場合は、特別養護老人ホーム等

に入居することができないため、平均およそ 9 年間にものぼる「自立はできるが生活

上の制限がある状態の暮らし」をどのように暮らしていくのか、自宅以外で暮らすこ

とを選択する場合、資金面を含めてしっかりと考えて備えておく必要がある。特に民

間が運営する施設はサービス内容や費用が千差万別であり、見学などを通じて自分に

合った住まいや施設を見つけるには、一定の時間と労力がかかる。 

ただ歳を重ねるにしたがって、自分で判断する能力は落ちていく。「高齢者用住宅

へ引っ越したい」と考えていても、高齢になればなるほど、決断や情報収集が難しく

なり、引っ越し作業も困難になる（注 3）。そのため、あまり制限のない元気なうちか

ら今後どのような暮らしをしたいのかを考え、自宅以外で暮らすことを選択する場合

には、実際に興味のある住居や施設に見学に行くなど、情報収集をする必要がある。

住まいは一般に住んでみないとわからないことも多い。可能であれば、実際の入居者

に、満足しているところ、不満なところを聞いてみるのもよいだろう。健康上の問題

が出てからでは納得のいく選択が難しくなる可能性があるため、早めに検討を始める

ことが望ましい。 
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図表 3 高齢者を対象とした住まい・施設 

 住宅系 

（介護サービスが付いていない） 

施設系 

（介護サービスが付いている） 

概要 介護サービスがついていない高

齢者向け住宅。食事や見守りな

どのサービスがついていること

がある。民間が提供主体のこと

が多く、費用やサービス内容は

千差万別である。 

介護保険施設 介護保険施設以外 

介護保険サービスで利用

できる公的施設 
当該施設の介護サービスが介

護保険の適用となる施設。指

定を自治体が拒否できる仕組

みで、事業者数は計画的に管

理されている。 

身体 

状況 

自立の時期から入居可能。介

護度が上がった場合、住み続け

られるかは施設方針や、本人の

状況などにより異なる。 

要介護 1～3以上や、療養

の必要性など入居条件

有。 

施設により異なる。（詳細、下

記記載） 

費用 居住費（月 10～25万円程度）に

加えて、別途、ニーズに応じて

介護費や生活支援費がかか

る。入居金がかかる場合がある

（0 円～数千万円）。 

食費、居住費の負担軽減

制度あり。おむつ代も介護

費用に含む。要介護度な

どに応じて費用負担額が

一定。 

要介護度に応じた定額料金。

部屋代や食事代の負担軽減

制度はない。施設によっては、

前払い（入居一時金）やオプシ

ョンサービスが高額の場合も。 

例 サービス付き高齢者向け住宅 

安否確認サービス、生活相談

サービス等の福祉サービスを提

供する高齢者向けの賃貸住

宅。通称「サ高住」。 

介護老人福祉施設（特別

養護老人ホーム） 

公的な介護施設で終身を

前提としている。利用料は

所得なども配慮されて、月

に 5～15 万円くらいのこと

が多い（介護費、食事、居

室代込）が利用者負担割

合にもよる。基本的に要介

護 3 以上のみ対象。人気

が高く入居まで数年待ち

の施設もある。 

認知症対応型共同生活介護

（グループホーム） 

共同生活で入浴、食事などの

介護やその他の日常生活の

お世話及び、訓練を行う。要

介護者で認知症と診断された

人が対象。介護度が進んで

も、住み続けることができる施

設も増加。 

住宅型有料老人ホーム 
食事など生活支援等のサービ

スが付いた高齢者向けの居住

施設。 

シニア向け分譲マンション 
高齢者向けにバリアフリーに配

慮して設計された分譲マンショ

ン。 

介護付き有料老人ホーム 

介護が必要となっても、当該

施設が提供する特定施設入

居者生活介護を利用しながら

生活を継続する。 

利用権方式（終身で介護施設

を利用できる権利）を採用して

いる施設の場合、入居一時金

が高額になる。 

グループリビング 
10 人程度の高齢者が共に
住む住まい方。 

介護老人保健施設 

医療ケアや介護を必要と

する人向けのリハビリ施

設。3～12カ月での退所が

前提。 

シルバーハウジング 
バリアフリー化された公的な賃

貸住宅で安価。生活援助員が

日常生活の支援を行う。住宅困

窮度が高いなど支援の必要が

ある人のみ対象。 

介護療養型施設 

医療行為が必要な介護者

を受け入れる病院で介護

保険適用。2024 年 3 月廃

止予定。 

特定施設の指定を受けたサ

ービス付き高齢者向け住宅 

サ高住の中でも、特定施設の

指定を受けている場合、施設

で介護が受けられる。 

ケアハウス（軽費老人ホー
ム） 
家庭環境などにより自宅での生

活が困難な高齢者を無料また

は低額な料金で入所させる。 

介護医療院 

要介護高齢者の長期療

養・生活のための施設。

2018 年に新設された。 

特定施設の指定を受けたケア

ハウス（軽費老人ホーム） 

ケアハウスの中でも、特定施

設の指定を受けている場合、

施設で介護が受けられる。 

*1:各種参考文献（注 4）を元に当研究所作成 



WATCHING  

第一生命経済研究所 LIFE DESIGN REPORT  ２０２４.３      5 

3.住まいの視点でのライフデザインの大切さ 

 以上のように、多様な住まい・施設が存在する一方で、すべての人がそれらの選択

肢から自由に選べるわけではないという現実がある。費用負担の軽減を目的に住み慣

れた地域を離れて遠方のサービス付き高齢者向け住宅に転居している実態があるよう

に（注 5）、住んでいる地域によっては選択の幅が狭いこともある。健康状態や家族

の状況などによって、本人の希望がかなわないこともあるだろう。ただ、そうした様々

な条件や制約があったとしても、高齢者自身が納得のいく選択をすることが重要であ

る。 

その点で、高齢者本人が元気なうちに情報収集や意思決定をしていくことが望まし

いが、将来想定通りになるとは限らないうえ、高齢者やその家族だけで住まいや介護

に関する最新情報の収集・意思決定をするのは難しい。そのため、高齢者の住まいを

専門とした相談窓口の設置や、情報収集のしやすいよう情報の一元化などの対応が求

められる。 

さらに、高齢期の住まいに関する情報だけではなく、本人のこれまでの暮らしや価

値観にも配慮したアドバイスも提供されることが望ましい。高齢期は移動に制限が出

てくることもあり、住まいが個人のウェルビーイングに大きくかかわってくる。これ

はバリアフリー化された住宅設備を整備するということだけではない。たとえば、病

院や駅、食材を買う店へのアクセス、外出の自由度、家族や友人などとの交流、周辺

の自然環境など、大事にしたいと思う価値観は人それぞれであり、最適な住まいも一

人ひとり違ってくる。たとえば、拙稿「老後にシェアハウスで暮らすという選択」で

紹介した高齢者向けグループリビングは、人とのつながりや自立を大事にしたいとい

う価値観をもつ人が多く暮らす住まいである。 

高齢期に適した住まい方は、暮らし方や価値観によって人それぞれだ。元気なうち

から大事にしたい価値観を見つめ直し、自身の資産や収入の状況も踏まえながら、住

まいの視点でもライフデザインすることが、今後ますます重要となるだろう。 

  

【注釈】 

1） 図表１に掲載の期間は全て 0 歳からの期間である。そのため、平均余命と同様に自立期

間や健康寿命も、65 歳以降を対象とすればより延びると考えられる。 

2） 中でも近年増加している高齢者用住宅は「サービス付き高齢者向け住宅」、通称「サ高

住」である。2011 年に創設以来、10 年余りで 8,302 棟 287,306 戸が登録されている（一

般社団法人高齢者住宅協会「サービス付き高齢者向け住宅の登録情報」2024 年 2 月末時

点）。その他、シニア向け分譲マンションなども 2000 年代以降増加しており、中にはア

クティブシニアを対象にしたテニスコートやアトリエなど多様な施設がついた大型のシ

ニア向け分譲マンションも開発され注目を集めている。 

3） 「第 3 回サービス付き高齢者向け住宅に関する懇談会資料」によれば、自立高齢者中心

の施設では自ら住み替えを検討しているが、要介護者中心の住宅では「家族からの提

案」や「自立した生活が困難」など成り行きで住み替えている住居者が多い。また、自

https://www.dlri.co.jp/report/ld/282748.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001326862.pdf
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立高齢者中心の施設では、自宅を既に売却済みの人が多いのに対して、要介護者中心だ

と「何もしない（空き家）」の割合が多くなる。このようなことからも、身体の衰えに

よって自らの意思で転居するということが困難になる傾向がうかがえる。 

4） 本間清文『最新図解スッキリわかる！介護保険 基本としくみ、制度の今とこれから』

2019 年,岡本典子『後悔しない高齢者施設・住宅の選び方』2014 年,村田順子「高齢期の

生活を支える施設」日本家政学会『住まいの百科事典』2021 年,厚生労働省「第 221 回

社会保障審議会介護給付費分科会資料」2023 年 

5） 首都圏のサ高住の入居者の属性や併設介護サービスの提供実態を調べた既存研究では、

首都圏の周縁部のサ高住に要介護の高齢者が広域から移り住む実態を踏まえて、「低所

得の要介護高齢者が住み慣れた地域で居住継続しにくい現実は、高齢期の所得や要介護

度によるセグリゲーションともいえる」と述べられる。／三浦研，安田渓「入居者属性

からみた首都圏におけるサービス付き高齢者向け住宅の分布」『日本建築学会計画系論

文集』第 86 巻 第 790 号, 2021 年 
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